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議案第  ８１  号  

 

 

   流山市国際交流基金条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市国際交流基金条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  市民の国際理解を深めるための事業の内容を明確にするとと

もに、基金を財源として充てる事業に市民の平和意識の醸成を

図るための事業を追加するためである。  

 

 

 

 



流山市国際交流基金条例の一部を改正する条例  

流山市国際交流基金条例（昭和６３年流山市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。  

題名を次のように改める。  

   流山市国際交流平和基金条例  

第１条中「国際交流を通じ、市民の国際理解を深めるため、流山市国

際交流基金」を「国際交流及び多文化共生を推進することにより市民の

国際理解を深めるための事業並びに市民の平和意識の醸成を図るための

事業に要する資金を積み立てるため、流山市国際交流平和基金」に改め

る。  

第６条中「市内の青少年と海外の青少年との国際交流その他の市民の

国際理解に関する事業及びこれに付随する事業」を「第１条の事業」に

改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の際現にこの条例による改正前の流山市国際交流基

金条例の規定により積み立てられた現金は、この条例による改正後の

流山市国際交流平和基金条例に規定する基金に属する現金とみなす。 



議案第  ８２  号  

 

流山市部設置条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市部設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市こども計画に基づき、全てのこどもたちが希望に満ち

た未来を描けるよう、健やかな成長を支えるとともに、こども

たちのための施策をより一層推進していく組織として、子ども

家庭部をこども未来部に変更し、並びにこども家庭センターの

設置に伴い、健康福祉部及びこども未来部の分掌する事務を整

理するためである。  

  



流山市部設置条例の一部を改正する条例  

流山市部設置条例（昭和４３年流山市条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。  

第１条第１項第６号を次のように改める。  

（６）こども未来部  

第２条第５号ア中「子ども家庭部」を「こども未来部」に改め、同号

イ中「関すること」の次に「（こども未来部が所掌する事務を除く。）」

を加える。  

第２条第６号を次のように改める。  

（６）こども未来部  

  ア  子育て支援に関すること。  

イ  こども（こども基本法（令和４年法律第７７号）第２条第１項  

に規定するこどもをいう。）及び家庭に関すること。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （流山市議会委員会条例の一部改正）  

２  流山市議会委員会条例（昭和４２年流山市条例第１１号）の一部を

次のように改正する。  

第２条第２号イ中「子ども家庭部」を「こども未来部」に改める。  

 



 



 



別表第１（第３条関係）

職務
の級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円
195,800 237,600 276,300 309,800 332,600 366,800 420,700 471,900
196,900 238,700 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 477,200
198,100 239,800 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 482,100
199,200 240,900 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 486,700
200,300 242,000 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 490,700
202,000 243,300 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 494,100
203,600 244,700 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 497,000
205,200 246,100 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 499,500
206,700 247,500 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 501,500
208,400 248,900 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600
210,000 250,300 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100
211,600 251,700 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600
213,100 253,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100
214,800 254,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400
216,500 255,600 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700
218,200 256,900 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900
219,400 258,100 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100
221,000 259,300 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400
222,600 260,500 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700
224,100 261,700 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900
225,600 262,800 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100
227,200 263,900 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900
228,800 265,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700
230,400 266,100 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500
232,000 267,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100
233,700 268,000 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700
235,000 269,000 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300
236,300 270,000 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900
237,600 271,000 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600
238,700 271,900 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400
239,800 272,700 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800
240,900 273,600 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500
242,000 274,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000
242,900 275,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400
243,800 276,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800
244,800 276,700 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200
245,800 277,400 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600
246,700 278,200 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900
247,600 279,000 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200
248,400 279,600 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500
249,200 280,300 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800
249,900 281,100 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100
250,500 281,800 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400
251,100 282,500 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700
251,800 283,200 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000
252,400 283,900 327,700 375,400 393,300 420,100 463,300

44
45
46

42
43

14
15
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17
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32
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34
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38
39
40
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5

18
19
20
21
22
23

12
13



253,000 284,600 329,000 376,300 394,000 420,400 463,600
253,600 285,300 330,300 377,300 394,700 420,700 463,900
254,100 286,000 331,400 378,200 395,200 420,900 464,200
254,700 286,600 332,700 378,900 395,800 421,200
255,300 287,300 333,900 379,600 396,400 421,400
255,800 287,900 335,100 380,200 397,100 421,700
256,200 288,600 336,400 380,600 397,500 421,900
256,600 289,200 337,400 381,200 398,100 422,200
256,900 289,900 338,500 381,800 398,700 422,500
257,200 290,600 339,600 382,500 399,200 422,800
257,500 291,100 340,300 382,800 399,600 423,000
257,800 291,700 341,200 383,500 400,200 423,300
258,100 292,300 341,900 384,200 400,800 423,600
258,400 293,000 342,700 384,800 401,300 423,800
258,700 293,600 343,500 385,100 401,700 424,000
259,000 294,200 343,900 385,600 402,200 424,300
259,300 294,800 344,400 386,200 402,700 424,600
259,600 295,500 345,100 386,800 403,300 424,800
259,900 296,100 345,900 387,100 403,600 425,000
260,200 296,700 346,600 387,700 404,000 425,300
260,500 297,200 347,300 388,400 404,300 425,600
260,800 297,700 347,900 389,000 404,700 425,800
261,100 298,200 348,400 389,400 405,000 426,000
261,400 298,800 349,000 389,900 405,300 426,300
261,700 299,300 349,500 390,500 405,600 426,600
262,000 299,900 350,100 391,000 405,800 426,800
262,300 300,300 350,400 391,500 406,000 427,000
262,600 300,800 350,900 392,100 406,300 427,300
262,900 301,300 351,200 392,500 406,600 427,600
263,200 301,900 351,600 392,800 406,800 427,800
263,500 302,400 352,000 393,200 407,000 428,000
263,800 302,800 352,500 393,700 407,300
264,100 303,100 353,000 394,100 407,600
264,400 303,400 353,500 394,500 407,800
264,700 303,600 353,800 394,900 408,000
265,000 303,900 354,200 395,400 408,300
265,300 304,100 354,600 395,800 408,600
265,600 304,400 355,000 396,200 408,800
265,900 304,600 355,300 396,500 409,000
266,200 304,800 355,700 397,000 409,300
266,500 305,100 356,100 397,400 409,600
266,800 305,300 356,500 397,800 409,800
267,100 305,600 356,700 398,100 410,000
267,400 305,800 357,100 398,600 410,300
267,700 306,100 357,500 399,000 410,600
268,000 306,400 357,900 399,400 410,800
268,300 306,700 358,100 399,700 411,000

358,400 411,300
358,800 411,600
359,100 411,800
359,400 412,000
359,800 412,300
360,200 412,600
360,600 412,800

96
97
98
99
100

90
91
92
93
94
95

84
85
86
87
88
89

78
79
80
81
82
83

72
73
74
75
76
77

66
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69
70
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62
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57
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59

48
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51
52
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361,100 413,000
361,500 413,300
361,900 413,600
362,300 413,800
362,800 414,000
363,200
363,500
363,800
364,200

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額
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月額
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月額
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月額
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200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 374,800 409,200
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員

108
109
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104
105
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101
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外の
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議案第  ８４  号  

 

 

   流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について  

 流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。  

  令和７年１１月２７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  常勤の特別職の職員の期末手当の支給月数を改定するためで

ある。  



流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例  

第１条  流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例（昭和５２年

流山市条例第５号）の一部を次のように改正する。  

第４条中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、  

「１００分の２２７．５」を「１００分の２３２．５」に改める。  

第２条  流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を次の

ように改正する。  

第４条中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」

に、「１００分の２３２．５」を「１００分の２３０」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

和８年４月１日から施行する。  

 （適用）  

２  第１条の規定による改正後の流山市特別職の職員の給与及び旅費に

関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年 

１２月１日から適用する。  

 （期末手当の内払）  

３  改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定によ

る改正前の流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に

より支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内

払とみなす。  

 



議案第  ８５  号  

 

 

流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  

 流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり制定する。  

令和７年１１月２７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市議会議員の期末手当の支給月数を改定するためであ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例  

第１条  流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和

３１年流山市条例第６４号）の一部を次のように改正する。  

第６条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２２５」に改

める。  

第２条  流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を次のように改正する。  

第６条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２２２．５」

に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

和８年４月１日から施行する。  

 （適用）  

２  第１条の規定による改正後の流山市議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和

７年１２月１日から適用する。  

 （期末手当の内払）  

３  改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定によ

る改正前の流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手

当の内払とみなす。  

 



議案第  ８６  号  

 

 

   記号式投票に関する条例を廃止する条例の制定について  

 記号式投票に関する条例を廃止する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和７年１１月２７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市長選挙における投票について、記号を記載する方法か

ら候補者の氏名を自書する方法に改めるためである。  



  記号式投票に関する条例を廃止する条例  

記号式投票に関する条例（昭和３８年流山市条例第６号）は、廃止す

る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の日前までにその期日を告示された流山市長選挙が

あるときは、当該流山市長選挙の投票の方法については、なお従前の

例による。  



議案第  ８７  号  

 

 

   千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、

同組合の共同処理する事務の一部廃止及び千葉県市町村総合事務

組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について  

 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、同組

合の共同処理する事務の一部廃止及び千葉県市町村総合事務組合規約の

一部を改正する規約を別紙のとおり制定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、関係地方

公共団体と協議するに当たり、同法第２９０条の規定により議会の議決

を求める。  

  令和７年１１月２７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  令和８年３月３１日をもって三芳水道企業団、九十九里地域

水道企業団及び南房総広域水道企業団が解散されることに伴

い、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少、同組合の共同処理する職員採用試験の合同実施に関する

事務の廃止及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正す

る規約の制定に関する協議をするためである。  



   千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約  

 千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６号）

の一部を次のように改正する。  

 第３条第１項第１４号を次のように改める。  

（１４）削除  

 別表第１中「鋸南町  三芳水道企業団  長門川水道企業団」を「鋸南

町  長門川水道企業団」に、「印西地区消防組合  九十九里地域水道企

業団  夷隅郡市広域市町村圏事務組合」を「印西地区消防組合  夷隅郡

市広域市町村圏事務組合」に、「印西地区環境整備事業組合  南房総広

域水道企業団  千葉県後期高齢者医療広域連合」を「印西地区環境整備

事業組合  千葉県後期高齢者医療広域連合」に改める。  

 別表第２第３条第１項第１号に掲げる事務の項中「鋸南町  三芳水道

企業団  長門川水道企業団」を「鋸南町  長門川水道企業団」に、「印

西地区消防組合  九十九里地域水道企業団  夷隅郡市広域市町村圏事務

組合」を「印西地区消防組合  夷隅郡市広域市町村圏事務組合」に、

「印西地区環境整備事業組合  南房総広域水道企業団」を「印西地区環

境整備事業組合」に改め、同表第３条第１項第３号に掲げる事務の項中

「鋸南町  三芳水道企業団  長門川水道企業団」を「鋸南町  長門川水

道企業団」に、「印西地区消防組合  九十九里地域水道企業団  夷隅郡

市広域市町村圏事務組合」を「印西地区消防組合  夷隅郡市広域市町村

圏事務組合」に、「印西地区環境整備事業組合  南房総広域水道企業団 

 千葉県後期高齢者医療広域連合」を「印西地区環境整備事業組合  千

葉県後期高齢者医療広域連合」に改め、同表第３条第１項第１４号に掲

げる事務の項を削る。  

   附  則  

 この規約は、令和８年４月１日から施行する。  



議案第  ８８  号  

 

 

   財産の取得について  

 市は、次の財産を取得する。  

  令和７年１１月２７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

１  財 産 の 表 示 

（１）種   目  土地  

（２）所   在  流山市中野久木字谷頭５６２番１及び同番９  

（３）面   積  ６，０７６．９６平方メートル  

２  取 得 の 目 的  都市公園用地の取得  

３  取 得 金 額  ５６０，９０３，０００円  

４  取得の相手方  流山市○○○○〇〇  

          ○○  〇〇  

流山市○○○○〇〇  

          ○○  〇〇  



参考資料 

土 地 目 録 

所有者 住所 土地の所在 地番 登記地目 現況地目 
買収面積 

（㎡） 

○○ 〇〇 

○○ ○○ 

流山市○○○○

○○ 
流山市中野久木字谷頭 

 

562番 1 山林 山林 

 

5,462.66 

 

 

562番 9 山林 山林 

 

614.30 

 

合計  

 

6,076.96 

 

 



中野久木散策の森

北部中学校

中野久木３号公園中野久木２号公園

中野久木１号公園中野久木４号公園

美原３号公園

NTT東日本

北部公民館

対象地

位 置 図



議案第  ９０  号  

 

 

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の

一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について  

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部

改正に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和７年１１月２７日提出  

         流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０４号）による

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）の一部改正に伴い、引用条文の

改正が必要な条例を整理するためである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の

一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について  

 （流山市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部改

正）  

第１条  流山市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例（昭

和５３年流山市条例第３５号）の一部を次のように改正する。  

  第２条中「第５条第１４項」を「第５条第１５項」に改める。  

 （流山市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第２条  流山市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成８

年流山市条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

  第１５条第２項第３号中「第５条第２７項」を「第５条第２８項」

に改める。  

 （流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の支給に関する条例

の一部改正）  

第３条  流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の支給に関する

条例（平成１９年流山市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第８項中「第５条第２４項」を「第５条第２５項」に改める。 

   附  則  

この条例は、公布の日から施行し、令和７年１０月１日から適用する。 



議案第  ９１  号  

 

 

   流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例の制定について  

 流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭

庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令（令和７年内閣府令

第８０号）等により各事業の基準府令が一部改正されたことに

伴い、事業に従事する者の資格に地域限定保育士を加えるこ

と、乳幼児健康診査を保育所等の健康診断の代替とできること

等について規定するためである。  

  



   流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例  

 （流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正）  

第１条  流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年流山市条例第２４号）の一部を次のように改正す

る。  

  第７条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支

援」という。）を実施する」に改め、同項第３号中「第４項第１号」

を「第６項第１号」に改め、同条第２項及び第３項を次のように改め

る。  

 ２  市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各

号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規

定を適用しないこととすることができる。  

 （１）家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保す

ること。  

 （２）次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。  

   ア  家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。  

   イ  保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。  

 ３  前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２８条に規定する小

規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事

業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」とい

う。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行う

ものをいう。  

  第７条中第５項を第７項とし、第４項を第６項とし、第３項の次に

次の２項を加える。  

 ４  市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に

掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を適

用しないこととすることができる。  



 （１）家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場

合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めるこ

と。  

   ア  家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。  

   イ  代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。  

 （２）市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の

促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者

の確保が著しく困難であること。  

 ５  前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。  

 （１）家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所

（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業

所において代替保育が提供される場合  小規模保育事業Ａ型事業

者等  

 （２）事業実施場所において代替保育が提供される場合  事業の規模

等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有する

と市長が認める者  

  第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各

号」に改める。  

  第１７条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加

える。  

  第１８条第２項を次のように改める。  

 ２  家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄

に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第

１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同

表 にお い て 同 じ 。 ）（ 以 下 こ の 項 にお い て 「 健 康 診断 等 」 とい

う。）が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表

の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められる

ときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことが

できる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同



表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。  

児童相談所等における乳児又は

幼児（以下「乳幼児」という。）

の利用開始前の健康診断  

利用乳幼児に対する利用開始時

の健康診断  

乳幼児に対する健康診査  利用開始時の健康診断、定期の

健康診断又は臨時の健康診断  

  第２４条第２項中「修了した保育士」の次に「（千葉県の区域に係

る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士を含む。）」を加え

る。  

  第３０条第１項、第３２条第１項、第４５条第１項及び第４８条第

１項中「保育士」の次に「（千葉県の区域に係る法第１８条の２９に

規定する地域限定保育士を含む。次項において同じ。）」を加える。  

  附則第４項中「起算して１０年を経過する日」を「令和１２年３月

３１日」に改める。  

 （流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正）  

第２条  流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年流山市条例第２３号）の一部を次

のように改正する。  

  第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第 1 項各号

（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあって

は、認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教

育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第２８条第２項において

準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。  

  第３７条第１項中「第４２条第３項第１号」を「第４２条第３項」

に、「同号」を「同項」に改める。  

  第４２条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中

「を行う」を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施す

る」に改め、同項第３号中「第４項第１号」を「第６項第１号」に改

め、同条第２項及び第３項を次のように改める。  

 ２  市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の



各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の

規定を適用しないこととすることができる。  

 （１）特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保

すること。  

 （２）次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。  

   ア  特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそ

れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。  

   イ  保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。  

 ３  前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若

しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５

項 にお い て 「 小 規 模保 育 事 業 Ａ 型 事業 者 等 」 と い う。 ） で あっ

て 、第 １ 項 第 １ 号 に掲 げ る 事 項 に 係る 連 携 協 力 を 行う も の をい

う。  

  第４２条中第９項を第１１項とし、第４項から第８項までを２項ず

つ繰り下げ、第３項の次に次の２項を加える。  

 ４  市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に

掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を適用

しないこととすることができる。  

 （１）特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した

場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めるこ

と。  

   ア  特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞ

れの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。  

   イ  代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。  

 （２）市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保

の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力

者の確保が著しく困難であること。  

 ５  前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。  



 （１）特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事

業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は

事業所において代替保育が提供される場合  小規模保育事業Ａ型

事業者等  

 （２）事業実施場所において代替保育が提供される場合  事業の規模

等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有する

と市長が認める者  

  附則第５項中「起算して１０年を経過する日」を「令和１２年３月

３１日」に改める。  

 （流山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正）  

第３条  流山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（令和７年流山市条例第３１号）の一部を次のように改正す

る。  

  第１４条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第 1 項各号」

に改める。  

  第２３条第１項中「保育士」の次に「（千葉県の区域に係る法第  

１８条の２９に規定する地域限定保育士を含む。以下この条において

同じ。）」を加える。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （適用）  

２  この条例による改正後の流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例附則第４項及び流山市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例附則第５項の

規定は、令和７年４月１日から適用する。  

 



議案第  ９２  号  

 

 

流山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭

庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令（令和７年内閣府令

第８０号）により基準府令が一部改正されたことに伴い、地域

限定保育士を放課後児童支援員の基礎資格の一つとするほか、

放課後児童支援員の資格について、放課後児童支援員とみなす

ことができる経過措置の期間を延長するためである。  

 

 

  



   流山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例  

 流山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年流山市条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

 第１１条第３項第１号中「保育士」の次に「（千葉県の区域に係る法

第１８条の２９に規定する地域限定保育士を含む。）」を加える。  

 第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」

に改める。  

 附則第２項中「令和８年３月３１日までの間」を「当分の間」に、

「令和８年３月３１日までに修了する」を「その者の研修計画を定めた

上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなった日から２

年以内に修了する」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  ９３  号  

 

 

   流山市学校給食共同調理場の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について  

 流山市学校給食共同調理場の設置等に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  八木南小学校及びおおぐろの森中学校の各調理場を共同調理

場とするためである。  



   流山市学校給食共同調理場の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例  

 流山市学校給食共同調理場の設置等に関する条例（昭和６１年流山市

条例第１４号）の一部を次のように改正する。  

 第３条の表に次のように加える。  

おおぐろの森調理場  流山市大畔５８１番地  

八木南調理場  流山市芝崎９２番地  

   附  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  



議案第  ９４  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  流山市流山福祉会館  

２  指定管理者となる団体  

  流山市平和台２丁目１番地の２  

  社会福祉法人流山市社会福祉協議会  

  会長  石幡  恒美  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



議案第  ９５  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

（１）流山市西深井福祉会館  

（２）流山市南福祉会館  

（３）流山市名都借福祉会館  

（４）流山市平和台福祉会館  

２  指定管理者となる団体  

  流山市東初石３丁目１０３番地の１８  

  公益社団法人流山市シルバー人材センター  

  会長  神田  英子  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



議案第  ９６  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  流山市東深井福祉会館  

２  指定管理者となる団体  

  流山市東初石４丁目１９１番地の３  

  特定非営利活動法人自立サポートネット流山  

  理事長  小野内  裕治  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



議案第  ９７  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  流山市赤城福祉会館  

２  指定管理者となる団体  

  埼玉県川口市並木二丁目５番１号  埼玉りそな銀行西川口支店ビル  

１階  

  株式会社コマーム  

  代表取締役社長  小松  秀人  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



議案第  ９８  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  流山市下花輪福祉会館  

２  指定管理者となる団体  

  流山市東初石３丁目１０３番地の１８  

  公益社団法人流山市シルバー人材センター  

  会長  神田  英子  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



議案第  ９９  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

               記                  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  流山市地域福祉センター  

２  指定管理者となる団体  

  流山市平和台２丁目１番地の２  

  社会福祉法人流山市社会福祉協議会  

  会長  石幡  恒美  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



議案第  １００ 号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和７年１１月２７日提出  

 

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  流山市心身障害者福祉作業所さつき園  

２  指定管理者となる団体  

  流山市野々下１丁目３１９番地  

  社会福祉法人まほろばの里  

  理事長  小金丸  孝裕  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

   



議案第  １０１ 号  
 
 
   指定管理者の指定について  
 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律  
第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  
  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治  
 

記  
 
１  管理を行わせる公の施設の名称  

流山市おおたかの森児童センター  
２  指定管理者となる団体  
  埼玉県川口市並木二丁目５番１号  埼玉りそな銀行西川口支店ビル

１階  
  株式会社コマーム  
  代表取締役社長  小松  秀人  
３  指定の期間  
  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



議案第  １０２ 号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和７年１１月２７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

おおぐろの森小学校区学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  東京都港区三田三丁目５番１９号  住友不動産東京三田ガーデンタ

ワー  

  株式会社明日葉  

代表取締役  大隈  太嘉志  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



議案第  １０３ 号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  流山市生涯学習センター  

２  指定管理者となる団体  

東京都目黒区東山一丁目５番４号 ＫＤＸ中目黒ビル６階  

アクティオ株式会社  

代表取締役  淡野  文孝  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

 



議案第  １０４ 号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

（１）流山市コミュニティプラザ  

（２）江戸川河川敷緑地野球場  

（３）流山市民プール  

（４）北部市民プール  

（５）流山市北部柔道場  

（６）流山市南部柔道場  

（７）流山市流山スポーツフィールド  

（８）流山市東部スポーツフィールド  

２  指定管理者となる団体  

  東京都練馬区豊玉上二丁目２５番９号  

 帝国ビル管理協同組合  

  代表理事  石川  榮次  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



議案第  １０５ 号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

令和７年１１月２７日提出  

                流山市長   井  崎   義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

（１）一茶双樹記念館  

（２）杜のアトリエ黎明  

２  指定管理者となる団体  

  流山市流山２丁目１０１番地の１  

  株式会社流山ツーリズムデザイン  

  代表取締役 吉河  智彦  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

 

 



議案第  １０９ 号  

 

 

   市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、別

紙路線を市道に認定するものとする。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



起　点

終　点

東深井字中ノ坪７２４番６８

東深井字大橋６８８番３２

東深井字一ノ坪４５１番１１７

同　　　　　所同　　番２２２

東深井字宮前２１３番１

同　　　　所同　　番１７

東深井字大橋６８６番１７

同　　　　所同　　番７２

西初石１丁目７５５番２

同　　　　所同　　番５２

野々下４丁目８１８番２１

同　　　　所８２１番１６

古間木字五斗蒔２８４番８

同　　　　　所同　　番１０

松ケ丘１丁目４８３番５１

同　　　　所同　　番６０

松ケ丘１丁目４８３番１

同　　　　所同　　番３３
9 ７３０１７ 松ケ丘１丁目区画１７号線

8 ７３０１６ 松ケ丘１丁目区画１６号線

7 ６９０４６ 古間木区画４６号線

4 ０３２９０ 東深井区画２９０号線

5 ２５０４９ 西初石１・２丁目区画４９号線

整理番号 路線番号 路　　線　　名

2 ０３２８８ 東深井区画２８８号線

3 ０３２８９ 東深井区画２８９号線

1 ３１８ 東深井６号補助幹線

重要な
経過地

野々下４丁目区画３２号線６１０３２6















議案第 １１０ 号  

 

 

   市道路線の廃止について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、

別紙市道路線を廃止するものとする。  

  令和７年１１月２７日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



起　点

終　点

東深井字大橋６８８番２１

東深井字中ノ坪７２４番９４
１

重要な
経過地

東深井１号補助幹線

整理番号 路　　線　　名路線番号

２６４





報告第  １３  号  

 

 

   専決処分の報告について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

令和７年１１月２７日報告 

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  公用車の物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定につい

て専決処分したので、報告するためである。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１の規

定により、次のとおり専決処分する。  

令和７年１０月１５日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  まちづくり推進部建築住宅課の職員が、公務の

ため公用車で交差点を左折しようとしたところ、

後方から直進してきた相手方原動機付自転車が

当該公用車に追突し、左後方車体部が破損した

ことによる当該公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和７年７月１７日  

３  発 生 場 所  流山市向小金１丁目４５２番地１２地先  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和７年１０月１５日  

７  和 解 の 要 旨  市の損害額の全額を相手方が負担する。  

８  和 解 金 額  １４１，４６０円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和７年１０月１６日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  土木部道路管理課の職員が、公務のため現地確

認を行い、公用車を一時駐車した駐車場におい

て、当該公用車を後退させたところ、当該駐車

場に駐車していた相手方車両と接触し、ボンネ

ット左部分を損傷させたことによる当該相手方

車両の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和７年６月１７日  

３  発 生 場 所  流山市三輪野山二丁目１１２８番地の１  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和７年１０月１６日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ６９３，３３２円  



報告第  １４  号  

 

 

   専決処分の報告について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

令和７年１１月２７日報告  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  市が管理する道路上で発生した人身事故に係る和解及び損害

賠償額の決定について専決処分したので、報告するためであ

る。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和７年８月２２日  

                 流山市長   井  崎  義  治   

  

記  

 

１  事   件   名   市が管理する道路上において、相手方が歩行中

に対向車両を 避 けるため側溝 蓋 に乗ったとこ

ろ、当該側溝蓋が外れ、当該相手方が側溝内に

落ちたことによる人身事故  

２  発  生  年  月  日   令和７年５月１２日  

３  発  生  場  所   流山市江戸川台東２丁目１８９番地先  

（市道１３０１１号線）  

４  相   手   方   流山市在住者  

５  解  決  方  法   和解による。  

６  和解成立年月日   令和７年８月２２日  

７  和  解  の  要  旨   相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損  害  賠  償  額   ４，７７４円  



報告第  １５  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

  令和７年１１月２７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  流山市消防団第六方面隊第１６分団器具置場敷地内で発生し

た物損事故に係る和解について専決処分したので、報告するた

めである。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１の規

定により、次のとおり専決処分する。  

  令和７年１０月２１日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  相手方が運転する車両が、流山市消防団第六方

面隊第１６分団器具置場の敷地内で方向転換す

るために後退したところ、当該車両のリアバン

パーが当該敷地内の掲示板に接触し、当該掲示

板を破損させたことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和７年６月２２日  

３  発 生 場 所  流山市名都借８番地の１  

（流山市消防団第六方面隊第１６分団器具置場

敷地内）  

４  相 手 方  埼玉県越谷市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和７年１０月２１日  

７  和 解 の 要 旨  市の損害額の全額を相手方が負担する。  

８  和 解 金 額  ６５５，６００円  

 


